
しながわゼロカーボンアクション助成事業実施要綱 

 

制定 令和７年４月１日区長決定 

要綱第 83 号 

改正 令和８年４月１日区長決定 

 要綱第 80号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、品川区（以下「区」という。）の区域内（以下「区内」という。）

に、創エネルギー機器および省エネルギー機器等を設置した者に対し、その経費の一

部を助成することにより、地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの排出量を削減し、

もって持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１）区民 区内に住民登録をしている者をいう。 

（２）管理組合等 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成 12 年法律

第 149 号）第２条第３号に規定する管理組合または同法第２条第４号に規定する

管理者等をいう。 

（３）法人 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１号に規定する会社をいう。 

（４）中小企業者等 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規

定する中小企業者または個人事業主をいう。 

（５）集合住宅 １棟の建物のうち構造上区分され、独立して住居としての用に供す

ることができる部分が２戸以上ある建物をいう。 

（６）戸建住宅 独立した１棟の建物であり、集合住宅以外の住宅をいう。 

（７）二酸化炭素排出量算定クラウドサービス（以下「クラウドサービス」という。） 

二酸化炭素排出量を算定することを目的としたシステムをいう。 

（８）ＢＥＬＳ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成 27 年法

律第 53号）第 33 条の２に基づく建築物省エネルギー性能表示制度をいう。 

（９）ＢＥＬＳ評価書 ＢＥＬＳに基づき、建物の省エネルギー性能を第三者評価に

よって認証したことを証明するものをいう。 

（１０）ＺＥＢ 先進的な建築設計によるエネルギー負荷の抑制等により、年間の一

次エネルギー消費量を大幅に削減することを目指した建築物で、「『ＺＥＢ』」、「Ｎ

ｅａｒｌｙ ＺＥＢ」、「ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ」および「ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅ

ｄ」のいずれかの要件を満たし、ＢＥＬＳ評価書を取得したものをいう。 



（１１）ＺＥＨ 外皮の断熱性能等を大幅に向上させること等により、年間の一次エ

ネルギー消費量を大幅に削減することを目指した住宅で、「『ＺＥＨ』」、「『ＺＥＨ

＋』」、「Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ」、「Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ＋」、「ＺＥＨ Ｏｒｉｅ

ｎｔｅｄ」および「ＺＥＨ Ｒｅａｄｙ」のいずれかの要件を満たしたものをい

う。 

（１２）東京ゼロエミ住宅 東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱(令和元年６月28

日付 31環地環第 86 号)に規定する東京ゼロエミ住宅をいう。 

（１３）上乗せ設計費 ＺＥＢに係る設計･検討および省エネ計算に要する費用をい

う。 

（１４）ＺＥＶ 走行時にＣＯ２等の排出ガスを出さない車両をいう。 

 

（対象機器等、助成対象者および助成要件等） 

第３条 助成の対象機器等（以下「助成対象機器等」という。）、助成対象者、設置等の

対象となる建物、助成要件、対象経費および助成金額は、別表に定めるものとする。 

 

（受付期間等） 

第４条 助成金の交付および請求申請の受付期間は、助成対象年度の５月に属する最終

月曜日から翌年３月に属する第三月曜日までとする。ただし、当該日が「国民の祝日

に関する法律（昭和 23年法律第 178 号）」に定める休日に当たる場合は、その直後の

平日を当該日とみなす。 

２ 助成金の交付および請求申請の受付は先着順に行い、助成件数が予定件数に達した

日をもって、申請の受付を終了する。ただし、クラウドサービスにおいては事前協議

の申請をもって受け付けたものとし、事前協議の件数が予定件数に達した日をもって、

申請の受付を終了する。 

 

（助成対象機器等の設置等完了日） 

第５条 助成対象機器等の設置等完了日は、機器の設置が完了した日とする。ただし、

次に掲げる助成対象機器等については、それぞれ当該各号に定める日とする。 

（１）省エネルギー家電 対象機器を購入した日 

（２）クラウドサービス 利用終了日 

（３）ＺＥＢ設計 ＢＥＬＳ評価書の交付を受けた日 

（４）ＺＥＨ 国または東京都が実施するＺＥＨまたは国が定めるＺＥＨ水準以上

の住宅を助成対象とする助成事業の交付確定を受けた日 

（５）東京ゼロエミ住宅 東京都の「東京ゼロエミ住宅普及促進事業」 において、

助成対象住宅として助成金の交付確定を受けた日 

（６）ＺＥＶ 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車および



超小型モビリティにおいては初度登録年月の属する月の末日、原動機付自転車・

側車付二輪自動車およびミニカーにおいては新車登録日 

２ 太陽光発電システム、蓄電池システム、事業所用ＬＥＤ照明、家庭用燃料電池コー

ジェネレーションシステム、ヒートポンプ給湯器および宅配ボックスの設置が建物の

新改築工事に付随する場合は、建物完成後の引き渡し時点で設置が完了したものとみ

なす。 

３ 助成対象機器等の設置等完了日は、助成を受けようとする年度の４月１日から前条

第１項に定める受付期間の最終日までの間の日でなければならない。ただし、第１項

第２号については、前条第１項に定める受付期間の最終日の翌日以降も継続してサー

ビスを利用する場合、前条第１項に定める受付期間内で区長が定める日を、第１項第

４号から第６号までについては、設置等完了日の翌日から起算して１年以内で区長が

定める日を設置等完了日とみなすことができる。 

 

（クラウドサービスにおける助成金額算定の対象期間） 

第６条 クラウドサービスにおいては、助成金額算定の対象となる期間を当該サービス

の利用開始日から前条で定める設置等完了日までとする。 

２ 助成対象年度以前より継続してクラウドサービスを利用している場合は、助成を受

けようとする年度の４月１日を利用開始日とみなすことができる。 

 

（クラウドサービスにおける事前協議） 

第７条 クラウドサービスにおいては、助成金の交付を受けようとする者は、交付申請

前かつ第４条第１項に定める受付期間内にしながわゼロカーボンアクション助成金

（二酸化炭素排出量算定クラウドサービス）事前協議書（第１号様式）により、区長

に協議をしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、電子情報処理組織を使用して事前協議を行わせ

ることができる。この場合において、事前協議者は電子上で必要な事項を回答すると

ともに、前項に掲げる書類の電磁的記録を提出しなければならない。 

３ 区長は、第１項の規定により協議を受けたときは、これを審査し、別表（第３条関

係）に定める要件に該当すると認めるときは、しながわゼロカーボンアクション助成

金（二酸化炭素排出量算定クラウドサービス）事前協議承認書（第２号様式）により

承認するものとする。 

４ 区長は、第１項の規定により協議を受け、審査の結果、要件に該当しないと認める

ときは、しながわゼロカーボンアクション助成金（二酸化炭素排出量算定クラウドサ

ービス）事前協議不承認書（第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

５ 第３項の規定により、承認を受けた者（以下「助成予定者」という。）は第４条１

項に定める受付期間の最終日までにクラウドサービスの利用を開始しなければなら



ない。 

 

（クラウドサービスにおける変更・取下げ協議および回答） 

第８条 前条に定める助成予定者が承認された内容を変更または取下げしようとする

ときは、事前にしながわゼロカーボンアクション助成金（二酸化炭素排出量算定クラ

ウドサービス）変更・取下げ協議書（第４号様式）に必要書類を添えて、区長に協議

するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により変更の協議を受けたときは、これを審査し、しながわゼ

ロカーボンアクション助成金（二酸化炭素排出量算定クラウドサービス）事前協議承

認書により承認するものとする。 

３ 区長は、第１項の規定により取下げの協議を受けたときは、前条２項の承認内容を

取り消すこととし、速やかに助成予定者にその旨を通知する。 

 

（交付申請等） 

第９条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、対象機器等

の設置等完了日後に、しながわゼロカーボンアクション助成金交付申請書兼請求書

（第５号様式）および対象機器等詳細説明書（第６号様式）に、別に定める必要書類

を添付して、区長に対し助成金の交付および請求申請をしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、電子情報処理組織を使用して助成金の申請およ

び請求を行わせることができる。この場合において、申請者は電子上で必要な事項を

回答するとともに、前項に掲げる書類の電磁的記録を提出しなければならない。 

 

（助成金額の確定および交付決定等） 

第１０条 区長は、第９条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成

要件に適合すると認めるときは助成金の交付を決定し、助成金額を確定するものとす

る。 

２ 前項の規定により助成金の交付が決定したときは、しながわゼロカーボンアクショ

ン助成金交付決定通知書（第７号様式）により申請者に通知するとともに、速やかに

助成金を交付するものとする。 

３ 第１項の規定による審査により助成要件に適合しないと認めるときは、助成金の不

交付を決定し、しながわゼロカーボンアクション助成金不交付決定通知書（第８号様

式）により申請者に通知するものとする。 

 

（手続代行者） 

第１１条 申請者は第７条の事前協議、第９条の助成金の交付および請求申請について、

施工業者等に対してこれらの手続きを依頼することができる（以下「手続代行者」と



いう。）。 

 

（申請内容の取下げ等） 

第１２条 助成金の交付を決定された者（以下「助成決定者」という。）は、第１０条

の規定による決定後、第９条の規定による申請を取り下げるときは、直ちにしながわ

ゼロカーボンアクション助成金取下届出書（第９号様式）により区長に届け出なけれ

ばならない。 

２ 区長は、前項に掲げる届出を受けたときは、助成金の交付決定を取り消すこととし、

速やかに助成決定者にその旨を通知する。 

３ 区長は、助成金の交付を受けた者が前項の規定により助成金の交付決定が取り消さ

れたときは、助成金について返還を求めることができる。 

 

（交付決定の取消および助成金の返還等） 

第１３条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付

決定を取り消すものとする。 

（１）虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

（２）この要綱の規定または助成に付された条件に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに助成決

定者にその旨を通知する。 

３ 区長は、助成金の交付を受けた者が前項の規定により助成金の交付決定が取り消さ

れたときは、助成金について返還を求めることができる。 

 

（調査等） 

第１４条 区長は、助成金に関し必要があると認めるときは、助成予定者、申請者、助

成決定者または手続代行者から報告を求め、または自ら調査を実施することができる。 

 

（報告等） 

第１５条 前項に規定する報告のほか、区長は助成予定者、申請者、助成決定者または

手続代行者に対し、必要に応じてその他の報告および資料の提供等を求めることがで

きる。 

 

（委任） 

第１６条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市環境部長が別に定める。 

 

付則 

この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 



 付則 

この要綱は、令和８年４月１日から適用する。 


